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＜認知症家族の賠償責任の備えにも！個人賠償責任保険＞ 

ＦＰネットワーク神奈川会員 福島 佳奈美 

自転車で走行中、誤って他人をケガさせてしまった・・・というような場合に備え、個人賠

償責任保険という保険があります。神奈川県や東京都など、自転車に乗る方は加入が義務付

けられている自治体もありますので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。 

 

■個人賠償責任保険とは？ 

日常生活において、他人の物を壊してしまったり、ケガをさせてしまったりして、法律上の

損害賠償責任を問われる場合があります。このような場合に備えるのが個人賠償責任保険で

す。例えば、飼い犬が散歩中に通行人を噛んでしまった、自転車事故で相手に重大な障害が

残ってしまった、といった場合の賠償費用に対して保険金が支払われます。 

 

一般的には、単独の保険として加入するのではなく、火災保険、自動車保険、傷害保険など

に特約として付帯します。また、クレジットカードにオプションとして付帯することができ

る場合もあります。個人賠償責任保険では、1つの契約で、生計を共にする同居の親族全員

および別居の未婚の子が補償対象になりますので、家族が 1人ずつ加入する必要はありませ

ん。 

 

■認知症の方の家族が損害賠償責任を問われた裁判 

認知症の方がトラブルを起こした場合、家族が責任を問われる場合があります。 

 

2007 年、愛知県で認知症高齢者（91 歳）の男性が線路内に入り電車に衝突して死亡。鉄道

会社は事故による損害賠償を遺族に請求する訴訟を起こしました。一審では高齢の妻だけで

なく別居の子にも監督責任があるとして、2人に 700万円余りの損害賠償が命じられました

が、最終的に最高裁では家族への賠償は棄却されました。 

 

このように、認知症の方が他人に損害を与えてしまった場合の保険としても個人賠償責任保

険が注目されるようになりました。最近では、この裁判のように「別居の子」まで賠償責任

を問われる可能性も出てきたことから、保険の対象を「生計を共にする同居の親族全員およ

び別居の未婚の子」に加え「別居の父母」まで広げた商品を出す保険会社も出てきました。 
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なお、一般的な個人賠償責任保険では、直接的な人的・物的損害を伴わなければ補償の対象

とされませんが、徘徊で線路に立ち入って遅延させてしまった場合、遅延による振替輸送費

や人件費などを請求される可能性もあります。このような「線路立ち入り」による損害賠償

も補償対象とするような改定を行った保険もあります。 

 

■自治体での取り組み 

高齢化が進む中、神奈川県大和市や海老名市、神戸市など、認知症の方が公的費用で個人賠

償責任保険に加入できる自治体もあります。 

 

例えば大和市では、認知症と診断され徘徊の恐れのある高齢者は、事前に「はいかい高齢者

等 SOS ネットワーク」に登録すると、公費で最大 3 億円の個人賠償責任保険に加入できま

す。認知症の方が行方不明になった場合も、警察や地域包括支援センターと連携して早期発

見の期待が持てます。 

 

また、神戸市では、認知症診断助成制度があり、認知症と診断された方に対し公費で個人賠

償責任保険に加入できるだけでなく、認知症の方が起こした事故で被害に遭われた市民の方

へも、市から最高 3,000万円の見舞金（給付金）が支給されます。 

 

このような取り組みは全国に広がりつつありますので、お住まいの自治体のホームページを

確認してみると良いでしょう。 

 

■民間の個人賠償責任保険で備える場合の注意点 

個人賠償責任保険は、家族で 1つ契約すれば良いことは述べましたが、他にも注意点があり

ます。一般的には、借りた物に対する損害は補償の対象外です。また、あくまでも日常生活

での事故やトラブルが対象であり、業務中の場合は対象外です。 

 

また、自転車事故では 1億円近くの損賠賠償を請求された裁判事例もありますので、十分な

保険金額が確保できているか、チェックが必要です。保険の対象となるのは誰か、補償の範

囲はどこまでなのか、商品によって多少異なりますので、良く確認しておきましょう。弁護

士による示談サービスがついているとより安心です。 

 


